
6 頁広報とままえ　９月号

の
老
齢
基
礎
年
金
と
同
じ
割
合
で
減

額
ま
た
は
増
額
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

納
付
期
限
を
過
ぎ
る
と

納
付
で
き
ま
せ
ん

　

付
加
保
険
料
を
納
め
ら
れ
る
方

は
、次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

付
加
保
険
料
の
納
付
は
、
申
し
込

ん
だ
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
が
、
納

付
期
限
を
過
ぎ
る
と
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

ち
ょ
っ
と
増
や
せ
る

「
付
加
年
金
」を
ご
存
じ
で
す
か

付
加
保
険
料
と
付
加
年
金
の
額

　

付
加
年
金
の
額
は
、「
２
０
０
円

×
付
加
保
険
料
を
納
め
た
月
数
」
の

式
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
付
加
保
険
料
を
５
年
間

（
60
カ
月
）
納
め
た
と
き
の
付
加
保

険
料
総
額
の
２
万
４
、０
０
０
円

（
４
０
０
円
×
60
カ
月
）
に
対
し
、

65
歳
か
ら
老
齢
基
礎
年
金
と
あ
わ
せ

て
支
給
さ
れ
る
付
加
年
金
の
額
は
年

額
１
万
２
、０
０
０
円
（
２
０
０
円

×
60
カ
月
）
と
な
り
ま
す
。
付
加
年

金
を
２
年
間
受
給
す
る
と
、
納
付
し

た
付
加
保
険
料
総
額
と
同
額
に
な
る

た
め
、
２
年
間
で
元
金
が
返
っ
て
く

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
付

加
保
険
料
を
10
年
納
め
た
方
、
40
年

納
め
た
方
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が

言
え
ま
す
。

　

付
加
年
金
は
、
老
齢
基
礎
年
金
と

あ
わ
せ
て
受
給
で
き
る
終
身
年
金
で

す
。

　

た
だ
し
、
物
価
の
上
下
に
対
応
し

た
「
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
度
」（
増
額

や
減
額
）
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
老
齢

基
礎
年
金
と
あ
わ
せ
て
支
給
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
繰
上
げ
支
給
ま
た
は
繰

下
げ
支
給
を
し
た
と
き
に
は
、
本
体

マ
イ
プ
ラ
ン
を
し
っ
か
り
と

国
民
年
金

お宅は大丈夫？

火事・救急は119番！

　この時期は他の季節に比べ、台風が発生することが多く、その台風
が直撃した場合には大きな被害を及ぼす恐れがあります。
　本町でも平成16年に台風や地震による被害がありました。日頃から
災害に備えておきましょう。

北留萌消防組合苫前支署 ☎ 64-2321
古丹別支署 ☎ 65-4119

　

一
方
、
口
座
振
替
や
割
安
に
な
る

前
納
制
度
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

納
付
を
や
め
て
も

掛
け
捨
て
に
な
り
ま
せ
ん

　

納
付
期
限
は
翌
月
末
日
（
休
日
・

祝
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）
で
す
。

　

付
加
保
険
料
の
手
続
き
と
相
談
先

は
、
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
の
国
民

年
金
の
窓
口
ま
た
は
住
所
地
を
管
轄

す
る
年
金
事
務
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
付
加
保
険
料
を
納
付
し
て

い
る
方
は
、
い
つ
で
も
任
意
の
と
き

に
申
し
出
て
、
そ
の
納
付
を
や
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
場
合
で

も
掛
け
捨
て
に
は
な
ら
ず
、
年
金
受

給
額
に
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

①
自
営
業
者
な
ど
の
国
民
年
金
の

第
１
号
被
保
険
者
の
方
に
限
ら

れ
ま
す
。

②
農
業
者
年
金
の
被
保
険
者
は
、

国
民
年
金
の
付
加
保
険
料
を
納

付
（
強
制
適
用
）
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

③
半
額
免
除
な
ど
の
一
部
免
除
を

含
め
、
保
険
料
を
免
除
さ
れ
て

い
る
方
は
付
加
保
険
料
を
納
付

で
き
ま
せ
ん
。

④
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
な
ど

国
民
年
金
の
任
意
加
入
者
の
方

も
付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

⑤
国
民
年
金
基
金
に
加
入
中
の
方

は
、
付
加
保
険
料
を
納
付
で
き

ま
せ
ん
。

●
年
金
に
つ
い
て
は

　
・
役
場
税
務
町
民
課
住
民
係

　
　
　
　
　
　
☎
64

－

２
２
１
３

　

・
留
萌
年
金
事
務
所

　
☎
０
１
６
４

－

43

－

７
２
１
１

ファイヤー通信

　
　
苫
前
川
柳
社

川　
　

柳

節
電
で 

団
扇
の
出
番 

涼
を
取
り 

苫　

前　

小
島 

信
子

晴
れ
や
か
な 

笑
顔
誇
示
し
た 

我
が
代
表 

苫　

前　

斉
数 

範
章

夜
空
染
め 

百
花
繚
乱 

夏
祭
り 

留
萌
市　

芳
賀 

敏
美

男
泣
き 

五
輪
の
空
に 

日
章
旗 

札
幌
市　

関　

 　

武

代
表
を 

目
指
し
球
児
の 

励
む
日
々 

苫　

前　

鎌
田 

信
夫

（
文
責
・
鎌
田
）

「
文 

芸
」

災害は忘れた頃にやってくる！

家の周りは大丈夫ですか？
台風や強風による被害が発生する時季です。
家の周りを整理し、物が飛ばないようにしま
しょう。

万が一に備えていますか？
避難用袋や避難用具をそろえるとともに、
日頃から災害について家族で話し合うな
ど、万が一に備えましょう。
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＊
健
康
習
慣
を
ひ
と
つ
で
も
多
く

　

メ
タ
ボ
と
い
う
言
葉
が
聞
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
、
生
活
習
慣
の
積
み
重
ね

が
大
き
な
病
気
の
引
き
金
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

は
や
り
の
健
康
食
品
や
よ
く
効
く
と

話
題
の
ダ
イ
エ
ッ
ト
法
は
一
時
で
す
。

健
康
で
い
る
こ
と
に
ゴ
ー
ル
は
な
く
、

日
々
の
暮
ら
し
の
繰
り
返
し
が
重
要
な

の
で
す
か
ら
、
ひ
と
つ
で
も
よ
い
習
慣

を
、
長
く
続
け
ら
れ
る
こ
と
が
秘
訣
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

健
康
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
幸
せ

の
種
が
お
お
き
く
ふ
く
ら
み
ま
す
よ
う
に
。

　

食
生
活
改
善
協
議
会
の
会
員
は
、「
私

た
ち
の
健
康
は
私
た
ち
の
手
で
」
を
合

い
言
葉
に
ヘ
ル
ス
メ
イ
ト
の
愛
称
で
自

分
や
家
族
の
健
康
は
も
と
よ
り
ご
近
所

や
地
域
の
住
民
へ
健
康
づ
く
り
を
ひ
ろ

め
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
、
本
町
で
は
５
年
ぶ
り
に
養
成

講
座
を
開
催
し
、
新
た
な
仲
間
が
加
わ

り
ま
し
た
。

＊
ヘ
ル
ス
メ
イ
ト
の
生
い
立
ち

　

昭
和
30
年
こ
ろ
「
健
康
お
ば
さ
ん
」

と
し
て
、
栄
養
教
室
を
修
了
し
た
人
が

地
域
の
健
康
づ
く
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
始
め
、
行
政
と
栄
養
教
室
を
修

了
し
た
リ
ー
ダ
ー
が
一
体
と
な
っ
た
栄

養
改
善
活
動
が
全
国
的
に
展
開
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
全
国
協
議
会

（
現
日
本
食
生
活
協
会
）
が
発
足
、「
私

達
の
健
康
は
私
達
の
手
で
」
を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
、
各
地
で
組
織
的
な
活
動
が
広

が
り
、
現
在
で
は
全
国
に
ヘ
ル
ス
メ
イ

ト
の
仲
間
が
い
ま
す
。

　

苫
前
町
で
は
昭
和
63
年
に
養
成
さ

れ
、
現
在
は
25
名
の
会
員
（
平
成
24
年

４
月
現
在
）
が
料
理
教
室
や
学
習
会
を

開
催
し
、
今
夏
の
熱
中
症
予
防
対
策
に

は
高
齢
者
の
ご
家
庭
へ
声
か
け
訪
問
を

行
う
な
ど
活
動
の
輪
を
広
げ
て
い
ま
す
。

＊
食
育
活
動

　
「
食
育
」
は
生
き
る
上
で
の
基
本
的

な
力
と
し
て
、
当
会
で
は
主
に
３
つ
の

対
象
に
毎
年
料
理
教
室
を
開
催
し
、
食

生
活
の
大
切
さ
を
伝
え
て
い
ま
す
。

「
健
康
づ
く
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

～
食
生
活
改
善
協
議
会
」

今
月
の
担
当
は
駒
井
栄
養
士
で
す

健 康

ばんざい

　生活習慣病は日常生活のあり方と深く関連してい
ることから、健康の保持・増進のためには、運動習
慣の定着や食生活の改善といった生活習慣の確立が
重要です。
　平成２４年９月１日(土)から３０日（日）までの
１ヶ月間は健康増進普及月間として、生活習慣病の
特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善
の重要性への理解を深めることを目的に設定してい
ますので、この機会に健康づくりのための実践をす
すめましょう。

Dr. 小野の処方せん
肥満の食事療法と運動

　肥満治療は食事療法による摂取エネルギー制限と
運動による消費エネルギーの増量が基本治療となる。
　現状の肥満治療はエネルギーバランスを介しての
全身的治療であり、内臓脂肪は皮下脂肪よりも代謝
活性が活発で、減量時は内臓脂肪蓄積から減量しや
すい。
　運動の目的は①エネルギーバランス②心肺機能の
保持と骨格筋量を保持し基礎代謝量の維持を図る③
骨格筋におけるインスリン抵抗性の改善を図る④精
神心理的安定化、生活の質（ＱＯＬ）の向上などで
ある。
　運動の方法は、散歩、ジョギングなどの全身の筋
肉を用いる有酸素運動を中等度以下の強度で10 ～
30分／日を週３日以上の目安で実施する。
　運動処方として、①運動の種類、②強度（主に最
大強度の50パーセント
程度、一般に脈拍数110
～120 ／分、60歳以上
では100 ／分）、③継
続時間（10 ～60分）、
④頻度（週に３～５日
以上）を決める。

　医療法人社団オロロン会 
　　苫前クリニック
　　理事長　小野 哲郎 　☎ 64-9070

 

○
主
婦
向
け
の
食
事
と
運
動
か
ら
健
康

を
実
践
す
る

　
「
骨
骨（
コ
ツ
コ
ツ
）ヘ
ル
シ
ー
教
室
」（
11
月
）

○
男
性
だ
っ
て
料
理
を
楽
し
も
う

　
「
男
前
料
理
教
室
」（
12
月
）

○
小
学
校
低
学
年
と
保
護
者
を
対
象
に

し
た

　
「
お
や
こ
料
理
教
室
」（
２
月
）
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学びの広場

苫前町公民館
～あなたの学びを応援します～

電話　65－4076　　FAX　65－3220
Email：shakaikyoiku@town.tomamae.lg.jp

　２本のポールを使用し、腰や膝に心配のある方でも楽に歩くことができる「ノルディックウォーキング」
を始めてみませんか。歩き方の指導から実際にコースへ出てウォーキングを行いますので初めての方でも大
丈夫です。「メタボ予防」や「シェイプアップ効果」も期待できますので、ぜひ参加してみてください。

ウォーキングでもっと健康に！！　ノルディックウォーキング教室

◇日　時　　９月１６日（日）９時３０分～１１時３０分
◇場　所　　とままえ温泉ふわっと（ウォーキングコース：苫前地区）
◇講　師　　ＮＰＯ法人健康保養ネットワーク　インストラクター
◇対　象　　一般町民（参加料無料）
◇持ち物　　運動しやすい服装（運

動靴）、飲物、タオル
など

※ポールは貸与します
（無料）

◇申込み　　９月14日（金）までに
苫前町公民館へ申込み
してください。

※苫前地区以外の参加者は希望によ
り送迎しますので、申込時にお知
らせください。

夫婦印プロデュース第３弾！！
実際の夫婦である菅原大吉と竹内都子が、役の上でも夫婦を
演じる哀歓溢れる喜劇です。
今回の物語は離婚を考え始めた中年夫婦のおはなし。
夫婦が入り込んだ長いトンネルの出口で待っているのは果た
して何か・・・。

◇日　時　　１０月１１日（木）開場１８時３０分　開演１９時００分
◇場　所　　苫前町公民館
◇出演者　　竹内都子、菅原大吉
◇入場料　　全席自由席　一般２, ０００円（当日２, ５００円）

高校生以下１, ０００円（当日１, ５００円）
※宝くじの助成により、特別料金となっています。
※未就学児のご同伴・ご入場はご遠慮ください。

◇主　催　　苫前町、苫前町教育委員会、北海道、（財）自治総合センター
◇後　援　　とままえ舞台鑑賞友の会

○前売券は、町内各所で好評発売中！！
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お問い合わせ　苫前町保健福祉課しあわせ係　☎ 0164-64-2215（内線 226）まで

介 護 保 険 ガ イ ド

つくろう健康　幸せの未来づくり

介護保険サービスとそのサービスを受けるまでの流れについて
【介護保険で利用できるサービスについて】
　介護保険で利用できるサービスには、居宅介護（介護予防）と施設入所の２種類があります。
《居宅介護（介護予防）サービスの種類と内容》

《施設入所サービスの種類と内容》

【介護保険のサービスを受けるまでの流れ】
　介護保険のサービス利用をするには、苫前町が行う「要介護認定」を受ける必要があります。
　「要介護認定」とは、どの程度の介護サービスが必要かを判断するための審査で、「要介護認定」の介護
度により介護保険サービスの受けられる量や内容が異なります。
《手続きの流れ》

訪問介護（ホームヘルプ） 日常生活の介護や家事援助（ヘルパー訪問）
訪問看護 看護師等によって行われる療養上の世話又は診療の補助
居宅療養管理指導 医師や薬剤師等が訪問し、療養上の管理や指導を受ける
通所介護（デイサービス） デイサービスセンターで、機能訓練・食事・入浴等を日帰りで利用
短期入所生活介護
（ショートステイ）

介護老人福祉施設などに短期入所して、食事・入浴などの介護や機能
訓練が受けることができる

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

認知症のため、介護を必要とする高齢者を５～９人で共同生活を営む
住居において介護を行う（要支援２以上の方が対象）

特定施設入所者生活介護 有料老人ホーム等で介護サービスを受けることができる

福祉用具の貸与 車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・手すり・スロープ・歩行器・歩
行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトを貸与

福祉用具購入費の支給 福祉用具の購入費を１年度間に１０万円を限度として支給（保険給付は
９万円が限度）

住宅改修費の支給 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して上限２０万円まで
住宅改修費を支給（保険給付は１８万円が限度）

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

日常生活で常に介護が必要で、在宅での介護が困難な場合に入所し、
必要な介護サービスを受けることができる

介護老人保健施設
（老人保健施設）

リハビリに重点を置いた介護を必要な方が、医療ケアと介護を受ける
ことができる

介護療養型医療施設 病状は安定しているものの、長期間にわたり療養や介護が必要な方が
利用することができる
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